
活動の目的

河川敷には不法投棄が多く、大量のゴ
ミが河口堰や芦屋海岸まで流れ着いて
います。

ゴミは水環境を悪化させるだけでなく、
景観も著しく損ねています。

地域住民の河川に対する愛護思想と環
境保全意識の高揚のための啓発に努め
ます。

連絡先 〒８２２－０１１２ 宮若市原田４９－１ 電話・FAX ０９４９－５２－１２７４

自分たちの共有財産である河川を守るため、
堤防のパトロールや除草活動を行う作業班
「原田自治犬鳴会」を平成１９年３月に設立
しました。以来、現在まで共同管理の強化に
努めています。
★会員数：１３名

活動の内容

★堤防道路が市民の散策の場として利用
しやすくなるように、道路脇の除草を随
時行っています。
★行政とともに、春には遠賀川の一斉清
掃（5月30日・ゴミ０の日）、秋には道
路の一斉クリーン作戦活動を実施。
★雨期前の６月と、秋の稲刈り前に河川
堤防の除草作業を行います。
★雨期前の増水に備え、溜池の管理点
検・調整を実施。
★隣接する自治会と連絡協調しながら、
河川の共同管理と環境整備に努めていま
す。

活動のあしあと

今後の方向性（夢）

★「生かそう 私たちの犬鳴川」をキャッ
チフレーズとして、西山山系清流を源流と
した犬鳴川流域の防災・清掃・親水空間の
整備等を啓発していきます。

★季節と歴史を感じることができる「市民
の憩いの場」の形成を目指します。


	スライド番号 1

